
令和 2年 5月 7日 

 

農業共済加入者 各位 

 

岡山県農業共済組合 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による共済掛金等の 

納入期限の延長等について 

 

 平素より農業共済事業につきまして、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

さて、標記の感染症により影響を受けられた方に対し、共済掛金等の納入を一定期間猶

予する延長措置を実施いたします。 

 本措置の適用をご希望の方は、お近くのＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。 

 

１．共済掛金等の納入を猶予する期間 

（１）農作物共済・果樹共済・畑作物共済 

令和 2年 9月 30日まで 

ただし、品目ごとに収穫始期の 1か月前までを限度とします。 

（２）家畜共済、園芸施設共済、建物共済、農機具共済 

令和 2年 9月 30日まで 

 

２．お問い合わせ先 

・岡山支所  ℡086-(277)5511  岡山市中区倉田 436番地 2 

・東備支所  ℡0869-(92)0404  和気郡和気町和気 438 番地 10 

・倉敷支所  ℡086-(430)1717  倉敷市美和 1丁目 13番 33号 

・井笠支所  ℡0866-(83)2600  小田郡矢掛町矢掛 2979 番地 1 

・高梁支所  ℡0866-(21)0350  高梁市中原町 1420 番地 2 

・新見支所  ℡0867-(72)4455  新見市西方 423 番地 6 

・真庭支所  ℡0867-(44)5520  真庭市江川 794 番地 1 

・津山支所  ℡0868-(36)7730  津山市新野東 567番地 

・勝英支所  ℡0868-(38)1240  勝田郡勝央町勝間田 201番地 

 



共済掛金等延納申請書 兼 確約書 

 

令和  年  月  日 

岡山県農業共済組合 

組合長理事 佐 藤 俊 和  様 

 

住 所                  

 

氏 名                ㊞ 

連絡先（℡）               

 

私は、新型コロナウイルス感染症の影響により共済掛金等の納入が困難なため、下記の

掛金等について延納を申請します。 

 なお、猶予期限までに払い込めず、受領した共済金等がある場合には速やかに貴組合へ

返還いたします。 

 

１．共済事業          共済（      ） 

 

２．共済掛金等の額           円 

 

３．猶予期限    令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下組合記入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

処理項目 

受付番号： ＮＩＣコード： 受付者 受付印 

特記事項；（加入手続きの状況等） 

㊞  

 


